












要約:保健所における経過観察健診の意義を検討し、とくに発達障害児およびその家族へ

の支援のあり方および保健・医療・福祉の連携などについて考察した。平成 6(1994)年 6

月に従来の保健所法が廃止され、母子保健法・地域保健法の改正が実施され、3 年間の移

行期間をもって、地域における多くの母子保健・小児保健業務が市町村に移管されること

になった。今後の保健所のあり方や役割は大きな変革が期待され、母子保健・小児保健業

務の中核的な役割として、健診後における問題を有する児やその家族、とくに発達障害や

運動機障害児の事後支援に重点が置かれることになると推定される。これらの発達障害児

等や家族支援のため、重要な事業の一つに経過観察健診があり重要な役割となろう。今回

は、今後の保健所における経過観察健診を軸とする障害児の保健・医療・福祉など関連諸

機関との連携を中心として考察した。


